
　

一
八
八
六
（
明
治
19
）
年
か
ら
、

戦
前
の
国
民
学
校
令
制
定
の
一
九

四
一
（
昭
和
16
）
年
ま
で
存
続
し
た

初
等
教
育
機
関
。
小
学
校
を
尋
常

と
高
等
の
２
段
階
と
し
、
尋
常
小

学
校
を
義
務
教
育
と
し
ま
し
た
。

　

一
八
九
九
（
明
治
32
）
年
中
学
校

令
の
改
正
で
設
立
。
戦
前
の
中
学

校
は
男
子
の
５
年
制
（
後
に
４
年

制
）
で
義
務
教
育
で
は
な
か
っ
た

の
で
、
小
学
校
を
卒
業
し
て
入
学

試
験
に
よ
っ
て
入
学
。
女
子
は
高

等
女
学
校
で
学
び
ま
し
た
。

　

戦
後
の
一
九
四
七
（
昭
和
22
）

年
、
「
教
育
基
本
法
」
、
「
学
校

教
育
法
」
が
制
定
さ
れ
、
国
民
学

校
初
等
科
は
「
小
学
校
」
に
改
組

さ
れ
ま
す
。
小
学
校
６
年
、
中
学

校
３
年
の
９
年
間
が
義
務
教
育
と

な
り
、
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
ま

す
。
各
学
校
で
教
え
る
内
容
を
示

し
た
「
学
習
指
導
要
領
」
も
同
時

期
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
以
後
何
度

も
改
定
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
時
体
制
が
進
ん
で
い
く
中
、

教
育
も
戦
時
色
が
濃
く
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
一
九
四
一
（
昭
和
16
）

年
、
国
民
学
校
令
が
出
さ
れ
、
尋

常
小
学
校
は
国
民
学
校
に
変
わ
り

ま
し
た
。
国
民
学
校
は
国
民
の
基

礎
的
錬
成
を
な
す
学
校
と
さ
れ
、

心
身
を
鍛
え
、
国
の
た
め
に
身
を

捧
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し

た
。
こ
ど
も
た
ち
は
、
初
等
科
で

６
年
間
学
ん
だ
後
、
高
等
科
や
中

等
学
校（
中
学
校
、高
等
女
学
校
、

実
業
学
校
）
な
ど
に
進
み
ま
し
た

が
、
進
学
で
き
る
人
は
限
ら
れ
ま

し
た
。
国
民
学
校
８
年
間
を
義
務

教
育
と
定
め
ま
し
た
が
、
実
施
延

期
の
ま
ま
終
戦
を
迎
え
ま
し
た
。


